
 

 

第 1版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法令等遵守責任者資格の 

取得に関するガイド 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本受験ガイドは、法令等遵守責任者および統括責任者（以下「法令等遵守責任者等」とい
う。）が法令等遵守責任者資格（以下「本資格」という。）を取得するにあたり、本資格の取得
要件、取得状況の確認方法および資格取得後の取扱い等についてまとめたものです。 

本資格を取得する上で大切な情報が書かれていますので、必ずお読みください。 
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１．本資格の概要 

 

（１）本資格の目的 

一般社団法人日本損害保険協会（以下「協会」という。）では、保険業法第 294 条の４において特定大

規模乗合損害保険代理店に設置が求められる法令等遵守責任者等がその職務を的確に遂行するため

に必要な知識および能力を有していることを確認することを目的として、本資格制度を実施しています。 

法令等遵守責任者等として設置される方は、本資格の取得が必要となりますので、本受験ガイドを参

照のうえ、資格取得を進めてください。 

 

（２）対象代理店 

本資格の取得が必要となる特定大規模乗合損害保険代理店の要件は、保険業法施行規則第 227条

の 16に定められています。具体的には下表のとおり判断します。 

 

ア. 保険業法施行規則第 227条の 16第１項および第 2項による該当有無 

個人/法人 

損害保険 生命保険 生損合計の手

数料等の額

（注 1） 

該当有無 所属保険会

社数 

手数料等の

額（注 1） 
所属保険会社数 

個人 ― ― ― ― 

非該当 

法人 

1社 ― ― ― 

2社以上 

10億円未満 ― ― 

10億円以上

20億円未満 

1社 ― 

2社以上 
20億円未満 

20億円以上 
該当 

20 億円以上 ― ― 

（注 1）手数料等の額とは、当該事業年度の直前の事業年度において所属保険会社から保険募集の

業務に関して受領した手数料、報酬その他の対価をいいます。 

 

イ. 保険業法施行規則第 227条の 16第 3項による該当有無 

ア.の要件に該当していた代理店が、翌事業年度以降に要件を満たさなくなった場合、該当しなくな

ったときから翌２事業年度までの間、次の要件に該当する場合は、特定大規模乗合損害保険代理店

に該当するものとみなされます。 

翌事業年度 翌々事業年度 

損害保険の手数料等

の額（注 2） 
該当有無 

損害保険の手数料等の

額（注 2） 
該当有無 

10億円未満 非該当 

10億円未満 

非該当 
10億円以上 20億円未

満 

10億円以上 20億円

未満 

該当 

（注 3）（注 4） 

10億円未満 

10億円以上 20億円未

満 

該当 

（注 3）（注 4） 

（注 2）手数料等の額とは、当該事業年度の直前の事業年度において所属保険会社から保険 

募集の業務に関して受領した手数料、報酬その他の対価をいいます。 

（注 3）当該事業年度において所属損害保険会社が 1社となった場合は、非該当となります。 
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（注 4）当該事業年度から前年度および前々年度を確認していく場合、下表のとおりとなります。 

当該事業年度の手数

料等の額 

前事業年度の手数料

等の額 

前々事業年度の手数料等

の額 
該当有無 

10億円以上 20億円

未満 

10億円未満 ― 

非該当 

10億円以上 20億円

未満 

10億円未満 

10億円以上 20億円未満 

20億円以上 

（（ア）の要件に「該当」） 

該当 20億円以上 

（（ア）の要件に「該

当」） 

― 

 

（参考）法令上の定め 

【保険業法第二百九十四条の四】 

一 特定大規模乗合損害保険代理店（損害保険代理店のうち、二以上の所属保険会社等を有す

る法人であって各事業年度における所属保険会社等から保険募集の業務に関して受領した手

数料、報酬その他の対価の額が内閣府令で定める額以上であることその他内閣府令で定め

る要件に該当するものをいう。 

（二から五 略） 

 

【保険業法施行規則第二百二十七条の十六】 

法第二百九十四条の四に規定する内閣府令で定める額は、二十億円（第三項の規定が適用さ

れる場合にあっては、十億円）とする。 

２ 法第二百九十四条の四に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当

することとする。 

一 当該損害保険代理店が生命保険募集人でない場合にあっては、当該事業年度の直前の

事業年度（次号及び次項において「判定事業年度」という。）における二以上の所属損害保険

会社等から保険募集の業務に関して受領した手数料、報酬その他の対価（同号において「手

数料等」という。）の額が前項に規定する額以上であること。 

二 当該損害保険代理店が生命保険募集人である場合にあっては、判定事業年度における

二以上の所属損害保険会社等から保険募集の業務に関して受領した手数料等の額が十億円

以上であり、かつ、次のイ及びロに掲げる額の総額が前項に規定する額以上であること。 

イ 当該手数料等の額 

ロ 判定事業年度における二以上の所属生命保険会社等から保険募集の業務に関して受

領した手数料等の額 

３ 当該事業年度（以下この項において「対象事業年度」という。）に係る判定事業年度において

前項各号のいずれかに該当する損害保険代理店は、対象事業年度の翌事業年度及び翌々事

業年度に係る各判定事業年度において同項各号のいずれにも該当しない場合であっても、第二

百三十六条の二第二号ロに該当するとき（当該翌々事業年度に係る判定事業年度にあっては、

当該翌事業年度に係る判定事業年度において同号ロに該当したときに限る。）は、当該各判定

事業年度において同項各号のいずれかに該当するものとみなす。 

 

【保険業法施行規則第二百三十六条の二】 

法第三百三条に規定する内閣府令で定めるものは、毎事業年度末において次の各号のいずれ

かに該当するものとする。 

一 次のイ又はロに該当するもの 

イ 所属生命保険会社等の数が十五以上であるもの 
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ロ 当該事業年度において二以上の所属生命保険会社等から受けた手数料、報酬その他の

対価の額の総額が十億円以上であるもの 

二 次のイ又はロに該当するもの 

イ 所属損害保険会社等の数が十五以上であるもの 

ロ 当該事業年度において二以上の所属損害保険会社等から受けた手数料、報酬その他の

対価の額の総額が十億円以上であるもの 
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２．本資格の取得要件 

 

（１）本資格の取得要件 

本資格の取得には次のアおよびイの要件を満たす必要があります。本資格の要件を満たしているか

どうかを確認する方法については「３．本資格の取得状況の確認方法」をご覧ください。 

 

＜要件の概要＞ 

ア 
損害保険大学課程「専門コース」の有効な認定の取得 

※ただし、2025年 12月以降に実施された「法律単位（CBT試験）」に合格していること 

イ 

「募集人向けの教育支援サイト」に掲載されている次の動画コンテンツの学習 

（ア） 内部統制等に関する知識 

（イ）募集コンプライアンス 

 

 

ア．損害保険大学課程「専門コース」の有効な認定の取得 

損害保険大学課程「専門コース」の有効な認定を受けていることが必要です。また、2025年 12月以

降に実施された「法律単位（CBT試験）」への合格が必要です。 

 

損害保険大学課程「専門コース」の認定基準は次のとおりです。 

※認定申請の方法は「募集人・資格情報システム取扱いマニュアル（個人）」29 ページ以降をご参

照ください。 

＜URL＞https://www.sonpo-dairiten.jp/library_documents/kojin_0001.pdf#page=29 

代理店登録・ 

募集人届出 
代理店登録・募集人届出を行っていること 

試験合格等 

次の試験すべてに合格していること 

・損害保険募集人一般試験「基礎単位」 

・損害保険募集人一般試験「商品単位」のいずれか 1単位以上（注１） 

・損害保険大学課程「専門コース」試験「法律単位」および「税務単位」（注２、

３） 

認定取得者としての

適格性 

次の事項のすべてを充たしていること 

・過去 3年以内に損害保険の業務に関し著しく不適当な行為がないこと 

・将来にわたり、反社会的勢力に該当しないこと、および同勢力と関わりを持

たないこと 

・認定申請内容に虚偽がないこと 

（注１）商品単位は「自動車保険単位」、「火災保険単位」、および「傷害疾病保険単位」の 3 単位から構

成されています。 

（注２）「法律単位」「税務単位」とも、合格日から 5年 6か月後の応当日の属する月の末日までの認定申

請に限り、認定要件を充たすものとして取り扱います。 

（注３）認定を更新する場合は、「法律単位」「税務単位」の 2 試験に代わり、「専門コース」の更新試験（1

試験）を受験します。 

 

  

https://www.sonpo-dairiten.jp/library_documents/kojin_0001.pdf#page=29
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イ．「募集人向けの教育支援サイト」に掲載されている動画コンテンツの学習 

協会が運営する「募集人向けの教育支援サイト」に掲載されている、次の動画コンテンツを視聴し、

学習していることが必要です。 

＜URL＞https://www.sonpo-dairiten.jp/education/index.html 

 

（ア）内部統制等に関する知識 

＜URL＞https://www.sonpo-dairiten.jp/education/internal_control/index.html 
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（イ）募集コンプライアンス 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）既に損害保険大学課程「専門コース」または「コンサルティングコース」を認定取得している方が本資

格を取得する場合 

既に損害保険大学課程「専門コース」または「コンサルティングコース」の認定を取得している方が、本

資格を取得するためには、次のすべてを満たす必要があります。 

・ 2025年 12月以降に実施される「法律単位（CBT試験）」に合格していること 

・ 「専門コース」の有効な認定を維持していること 

・ （１）イ．で定める動画コンテンツを学習していること 

なお、2025年 12月以降の損害保険大学課程「専門コース」および「コンサルティングコース」の更新試

験は、学習内容が拡充された試験となりますが、更新試験を受験するのみでは本資格を取得したものと

しては取り扱われませんので、注意が必要です。 

  

準備中 

（2026 年 7月頃の案内を予定しています。） 
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３．本資格の取得状況の確認方法 

 

現時点では、募集人・資格情報システム上において、本資格の取得状況を一目で確認できる画面や

機能は設けられておりません。そのため、本資格の取得状況の確認にあたっては、次の要件を満たして

いることをそれぞれ確認してください。 

 

（１） 2025年 12月以降に実施された法律単位（CBT試験）に合格していること 

2025年 12月試験以降に実施された法律単位（CBT試験）については、「資格（修了）・合格番号」

が「0150-XXXXXXX」で表示されます。詳しくは、13 ページの（参考１）ア. 2025 年 12 月試験以降の

法律単位試験の「資格（修了）・合格番号」の確認方法をご参照ください。 

 

（２） 損害保険大学課程「専門コース」の有効な認定を維持していること 

詳しくは、22 ページの（参考１）イ．「専門コース」の認定情報の確認方法をご参照ください。 

 

（３） 募集人向けの教育支援サイトに掲載されている指定の動画コンテンツを視聴し、学習すること 

当面の間、募集人向けの教育支援サイトに掲載されている動画コンテンツの受講履歴について

は、受講者自身で管理してください。今後、受講履歴をシステム上で管理する仕組みを導入する予

定です。 
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４．本資格取得後の取扱いについて 

 

本資格の有効性を維持するためには、本資格取得後も、次に掲げる要件を継続して満たす必要が

あります。 

 

（１）損害保険大学課程「専門コース」の認定の維持 

本資格を取得した後も、「専門コース」の認定を維持する必要があります。 

※認定更新の方法は「損害保険大学課程更新試験 受験ガイド」をご参照ください。 

＜URL＞https://www.sonpo-dairiten.jp/library_documents/kojin_0004.pdf 

 

なお、損害保険大学課程「コンサルティングコース」の更新試験は、「専門コース」の更新試験を

兼ねています。そのため、コンサルティングコースの認定を更新した場合には、「専門コース」の認

定も自動的に更新されます（「専門コース」の更新試験を別途受験する必要はありません）。 

 

（２）動画コンテンツの継続的な学習 

本資格を取得した後も、協会が指定する動画コンテンツについて、年度ごとに 1 回、引き続き視

聴・学習する必要があります。 

※受講のタイミングは受講者自身で管理し、少なくとも 1年に 1回の頻度で学習してください。 

 

 

  

https://www.sonpo-dairiten.jp/library_documents/kojin_0004.pdf
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５．資格取得のための効率的な学習方法等 

 

本資格の取得要件（6 ページ参照）のうち、損害保険大学課程「専門コース」の効率的な学習方法

等について解説します。 

 

（１）損害保険大学課程「専門コース」の学習範囲について 

損害保険大学課程「専門コース」は、「法律単位」および「税務単位」の 2つの単位があり、それぞ

れの学習範囲は以下のとおりです。 

 

【法律単位】 

出題項目 出題範囲 学習方法 

損害保険契約に関する知識 テキストの各編の内容

から出題されます。た

だし、本テキスト中の

（参考）は、出題の対

象となりません。 

テキストおよび練習問題集で学習

してください。 損害賠償に関する知識 

相続に関する知識 

安心・安全に関する法律知識 

リスクマネジメントに関する知識 

内部統制等に関する知識 

損害保険に関する募集コンプラ

イアンス 

募集コンプライアンス

全般から出題されます

（特定の範囲はありま

せん）。 

練習問題集で学習してください。 

 

練習問題集で分からなかった内

容は、募集コンプライアンスガイド

（参考図書）を参照して理解を深

めてください。 

・（参考図書）募集コンプライアンスガイド  

＜URL＞https://www.sonpo.or.jp/about/pdf/boshuguide.pdf  

・（参考図書）募集コンプライアンスガイド（情報管理版）  

＜URL＞https://www.sonpo.or.jp/about/pdf/info.pdf 

 

【税務単位】 

出題項目 出題範囲 学習方法 

税金の基礎知識 テキストの各編の内容

から出題されます。た

だし、本テキスト中の

（参考）は、出題の対

象となりません。 

テキストおよび練習問題集で学習

してください。 損害保険契約等にかかる税務

知識 

社会保険制度 

隣接業界 

 

＜学習範囲とその狙い＞ 

・ 法令等遵守責任者等は、「保険募集の業務を適切に実施するために必要な助言又は指導を行

う」役割を担います。具体的には、代理店の内部管理・内部統制や、募集人に対する教育・指

導・管理を行う立場にあります。 

・ 代理店の内部管理・内部統制を適切に行うためには、保険募集に関する法律知識や内部統制

等に関する知識、コンプライアンスに関する知識が不可欠です。また、募集人に対する教育・指

導・管理を行うためには、これらの知識に加えて、損害保険と関係の深い税務や社会保険制度

に関する知識についても、幅広く修得することが必要です。 

・ このような法令等遵守責任者等の役割を適切に果たしていただくため、「法律単位」および「税務

単位」を学習し、必要な知識を修得いただくこととしています。 

https://www.sonpo.or.jp/about/pdf/boshuguide.pdf
https://www.sonpo.or.jp/about/pdf/info.pdf
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（２）効率的な学習方法 

損害保険大学課程「専門コース」の試験に合格するための効率的な学習方法をご紹介しますので、

学習の参考にしてください。 

 

STEP１ テキスト全体の概要を理解する 

・ 「専門コース」のテキストは、最初から最後までじっくり読み進めると時間がかかります。まずはどのよ

うな内容を学習するのか、テキスト全体の概要を理解しましょう。 

 

・ 概要を理解するための動画教材として、「募集人向けの教育支援サイト」を提供しています。 

※コンテンツ一覧は、28ページの（参考２）をご参照ください。 

（https://www.sonpo-dairiten.jp/education/index.html）。 

 

・ 「専門コース」のテキストをもとに作成した動画教材（テキストの各編と同じ名称の動画教材）を掲載し

ていますので、学習したいテキストの編を参照しながら、動画教材を視聴し、テキストの概要を理解し

ましょう。 

 

・ 動画教材を視聴しても理解が及ばなかった点があれば、テキストの該当箇所をよく読んで、理解を深

めましょう。 

 

STEP２ 練習問題を活用して重要なポイントを理解する 

・ テキストの概要を理解したら、次に練習問題集に掲載されている練習問題を解いてみましょう。はじめ

から正解できる必要はありません。まずは、どのような内容が重要なポイントとして出題されているの

かを理解しましょう。 

 

・ 練習問題で問われている内容は、試験の合格のために理解しておくべきポイントです。練習問題の解

説を読んだうえで、必要に応じてテキストの該当箇所を参照し、ポイントとなる内容について理解を深

めましょう。 

 

・ 上記の練習問題を解く、テキストの該当箇所を学習する、という工程を複数回行いましょう。繰り返し

学習することで、重要なポイントの理解が深まります。 

 

STEP３ 模擬試験を解く 

・ 最後に、練習問題集の巻末に掲載されている模擬試験を解いてみましょう。実際の試験と同じ形式、

問題数で構成されています。 

 

・ 模擬試験を解いて、合格水準に達していなければ、練習問題や模擬試験の内容を繰り返し学習し、

理解を深めましょう。合格水準に達していれば十分な実力がついた証拠です！ 

 

 

 

専門コース試験の難易度は決して易しくはありませんが、繰り返し学習することで必ず合格水準に

達する実力が身につきますので、諦めずに取り組んでください。 

 

  

https://www.sonpo-dairiten.jp/education/index.html
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（参考１）募集人・資格情報システム上での確認方法 

 

ア．2025年 12月試験以降の法律単位試験の「資格（修了）・合格番号」の確認方法 

（ア）個人向けメニューでの確認方法 

①募集人・資格情報システムへの接続 

インターネットブラウザを起動し、募集人・資格情報システムを起動します。下記画面が表示されたら、

【個人向けメニュー】をクリックします。 

＜URL＞https://agt.sonpo-shikaku.jp/ 

 

 

 

②資格情報の確認 

①から募集人 ID、パスワードでログインし、【資格情報照会】をクリックします。 
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③合格番号の確認 

・ 募集人・資格情報システムの「専門コース試験」の「明細ボタン」をクリックすることで、合格番号

の一覧が表示されます（「専門コース試験」（法律・税務・更新））。削除されていない資格情

報は全て表示されます。 
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・「専門コース試験」に表示される「資格（修了）・合格番号」の種類は以下のとおりです。 

単位（内容） 番号 

法律単位（2025年 11月まで） 0050-XXXXXXX 

法律単位（2025年 12月以降） 0150-XXXXXXX 

税務単位 0051-XXXXXXX 

専門コース更新試験 0058-XXXXXXX 

※受験をした履歴が新しい日付順に表示されます。「法律単位」・「税務単位」が同日受験の場合は、

「法律単位」が上位に表示されます。 
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④試験科目コード（「資格（修了）・合格番号」のハイフン前 4桁）の確認 

・ 「資格（修了）・合格番号」に「0150-XXXXXXX」が記載されていることを確認してください。 
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（イ）団体向けメニューでの確認方法 

※同一の代理店に所属する募集人の情報を検索することができます。なお、代理店登録または募

集人届出している方の情報に限ります。 

 

①募集人・資格情報システムへの接続 

インターネットブラウザを起動し、募集人・資格情報システムを起動します。下記画面が表示されたら、

【団体向けメニュー】をクリックします。 

＜URL＞https://agt.sonpo-shikaku.jp/ 
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②募集人情報の確認 

・ 【募集人情報照会】をクリックします。 

 
 

・ 「募集人 ID」、「パスワード」、および「代理店登録番号」を入力し、「次へ」をクリックしてください。 

※代理店登録番号が不明の場合には、所属保険会社へご確認ください。 

※主たる事務所と従たる事務所が別個に代理店登録されている代理店については、ご自身が代理

店登録または募集人届出されている代理店以外の情報は閲覧できません。 
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・ 検索情報（募集人 ID・氏名（カナ・生年月日））を入力（または選択）し、【検索】をクリックします。 

 

 

・ 検索条件に該当する情報が表示されます。詳細情報を確認したい場合は、【詳細】をクリックします。 
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③合格番号の確認 

・ 募集人・資格情報システムの「専門コース試験」の「明細ボタン」をクリックすることで、合格番号

の一覧が表示されます（「専門コース試験」（法律・税務・更新））。削除されていない資格情

報は全て表示されます。 

 

・「専門コース試験」に表示される「資格（修了）・合格番号」の種類は以下のとおりです。 

単位（内容） 番号 

法律単位（2025年 11月まで） 0050-XXXXXXX 

法律単位（2025年 12月以降） 0150-XXXXXXX 

税務単位 0051-XXXXXXX 

専門コース更新試験 0058-XXXXXXX 

※受験をした履歴が新しい日付順に表示されます。「法律単位」・「税務単位」が同日受験の場合は、

「法律単位」が上位に表示されます。 
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④試験科目コード（「資格（修了）・合格番号」のハイフン前 4桁）の確認 

・ 「資格（修了）・合格番号」に「0150-XXXXXXX」が記載されていることを確認してください。 
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イ．「専門コース」の認定情報の確認方法 

（ア）個人向けメニューでの確認方法 

①募集人・資格情報システムへの接続 

インターネットブラウザを起動し、募集人・資格情報システムを起動します。下記画面が表示されたら、

【個人向けメニュー】をクリックします。 

＜URL＞https://agt.sonpo-shikaku.jp/ 
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②認定情報の確認 

①から募集人 ID、パスワードでログインし、【損害保険大学課程 認定申請・認定情報照会 更新試験

申込・受験】をクリックします。 

 

③認定の取得情報が表示されますので、「専門コース」の区分が「有効」であることを確認してください。 
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（イ）団体向けメニューでの確認方法 

※同一の代理店に所属する募集人の情報を検索することができます。なお、代理店登録または募

集人届出している方の情報に限ります。 

 

①募集人・資格情報システムへの接続 

インターネットブラウザを起動し、募集人・資格情報システムを起動します。下記画面が表示されたら、

【団体向けメニュー】をクリックします。 

＜URL＞https://agt.sonpo-shikaku.jp/ 
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②募集人情報の確認 

・ 【募集人情報照会】をクリックします。 

 
 

・ 「募集人 ID」、「パスワード」、および「代理店登録番号」を入力し、「次へ」をクリックしてください。 

※代理店登録番号が不明の場合には、所属保険会社へご確認ください。 

※主たる事務所と従たる事務所が別個に代理店登録されている代理店については、ご自身が代理

店登録または募集人届出されている代理店以外の情報は閲覧できません。 
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・ 検索情報（募集人 ID・氏名（カナ・生年月日））を入力（または選択）し、【検索】をクリックします。 

 

 

・ 検索条件に該当する情報が表示されます。詳細情報を確認したい場合は、【詳細】をクリックします。 
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③認定の取得情報が表示されますので、「専門コース」の区分が「有効」であることを確認してください。 
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（参考２）「募集人向けの教育支援サイト」掲載動画一覧(2026 年 5 月現在) 

 

「募集人向けの教育支援サイト」には、次の動画を掲載しています。本資格取得のために、ご参照く

ださい。 

 

 単位 出題項目 動画コンテンツ＜URL＞ 

法律単位 

損害保険契約に関する知識 

https://www.sonpo-dairiten.jp/ed

ucation/insurance_policy/index.ht

ml 

損害賠償に関する知識 
https://www.sonpo-dairiten.jp/ed

ucation/compensation/index.html 

相続に関する知識 
https://www.sonpo-dairiten.jp/ed

ucation/inheritance/index.html 

安心・安全に関する法律知識 該当なし 

リスクマネジメントに関する知識 

https://www.sonpo-dairiten.jp/ed

ucation/risk_management/index.h

tml 

内部統制等に関する知識 

https://www.sonpo-dairiten.jp/ed

ucation/internal_control/index.ht

ml 

損害保険に関する募集コンプライアンス 
https://www.sonpo-dairiten.jp/ed

ucation/compliance/index.html 

税務単位 

税金の基礎知識 
https://www.sonpo-dairiten.jp/ed

ucation/tax/index.html 

損害保険契約等にかかる税務知識 
https://www.sonpo-dairiten.jp/ed

ucation/insurance_tax/index.html 

社会保険制度 

https://www.sonpo-dairiten.jp/ed

ucation/social_security/index.htm

l 

隣接業界 該当なし 
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